
食品衛生をめぐる
最近の動向について

食の安全に関しては、年々国民の関心が高まっ
ており、国民の健康保護を最優先に、社会的な
情勢を踏まえながら引き続き施策を推進していく
必要があります。

さて、平成30年の改正食品衛生法について
は、HACCP（ハサップ ）に沿った衛生管理の制
度化、営業許可制度の見直し及び営業届出制度
の創設、食品のリコール情報の報告制度の創設
などが行われました【図１】。

HACCPに沿った衛生管理は、大規模事業者
等に対する「HACCPに基づく衛生管理」と、小

規模な事業者等に対し、簡略化されたアプロー
チによる衛生管理を行う「HACCPの考え方を取
り入れた衛生管理」があります。発酵乳・乳酸菌
飲料に関しては、HACCPに基づく衛生管理のた
めの手引書として、一般社団法人全国発酵乳乳
酸菌飲料協会において、「HACCP 衛生管理の手
引書」が策定され、関係事業者への普及、啓発
が行われているところです。

この事業者団体において検討された手引書につ
いては、「食品衛生に関する技術検討会」におい
て助言、確認を行った後、各都道府県等へ通知
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図1 食品衛生法等の一部を改正する法律
（平成30年６月13日公布）に伴う食品衛生関係法令の改正の概要



するとともに厚生労働省のHPに公開しています。
手引書については、各種基準の見直し等、状

況の変化に応じて適宜見直しを行っていただくこ

とが重要であり、かつ課題の１つであると考えて
います【図２、図３】。

図2 HACCP衛生管理の手引書（発酵乳・乳酸菌飲料）　一般社団法人全国発酵乳乳酸菌飲料協会作成

図3 手引書の作成支援・確認等



次に、営業許可制度の見直し及び営業届出制
度の創設については、食中毒等のリスクや、規格
基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏ま
え、許可業種を再編するとともに、原則、一施
設一許可となるよう、１つの許可業種で取り扱え
る食品の範囲を拡大するとともに、許可業種に共
通した施設基準（参酌基準）を規定し、食品等事
業者が行う事業の内容、主たる取扱品目、個別
基準の適用の必要性等を踏まえ、適切な業種の
営業許可を取得できるようにされたところです。
この見直しにより、乳酸菌飲料製造業は、乳処
理業、乳製品製造業又は清涼飲料水製造業で
対応することとされ、現在は、旧許可の許可期
限を迎えていない施設もあり、今しばらく混在す
る状況となっていますが、今後統一されていくこ
ととなります【図４】。

また、食品のリコール情報の報告制度について
は、食品衛生法に違反する食品等、食品衛生法
違反のおそれがある食品等について、事業者がリ
コールを行う場合に行政への届出を義務付けたも

のですが、令和５年度の状況としては、食品衛
生法関係では880件の届出があり、回収理由とし
ては、シール不良のおそれや回収命令の製品と同
様の汚染等のおそれなどによるものが約半数を占
め、次いで、異物混入、残留農薬基準値超過と
なっており、令和４年度と同様の傾向でした【図
５、図６】。

そのような中、令和６年に発生した紅麹関連製
品による健康被害事案への対応に関し、厚生労
働省においては、食品衛生法に基づく措置によ
る被害の拡大防止に取り組むとともに、国立医
薬品食品衛生研究所等の協力を得て、国が積極
的に健康被害に係る原因物質と、その発生機序
の究明にあたりました。また、「紅麹関連製品に
係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関す
る今後の対応」（令和６年５月31日紅麹関連製品
への対応に関する関係閣僚会合とりまとめ）を踏
まえ、機能性表示食品及び特定保健用食品に係
る健康被害に関する情報提供をより実効的なも
のとするため、食品衛生法施行規則について所

図4 営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設



図5
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食品等のリコール情報の報告制度のクラス分類

クラス分類ごと公表件数、健康被害発生状況（令和５年４月1日～令和６年３月31日） 



要の改正を行いました。 具体的には、食品全般
について営業者が健康被害と疑われる情報を把
握したときの都道府県知事等への情報提供の努
力義務を課しているところです。この食品全般に
係る情報提供の努力義務を維持したまま、営業
者のうち、機能性表示食品の届出者及び特定保
健用食品に係る許可を受けた者は、機能性表示
食品等による健康被害に関する情報を収集すると
ともに、これらの食品に係る健康被害の発生及
び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、
速やかに、当該情報を都道府県知事等に提供す
ることを定めることとしました。なお、都道府県
知事等に提供された健康被害の事例については、
厚生労働省に集約し、都道府県等が聞き取った
情報を基に、個々の事例における食品との関連
性を総合的に評価するとともに、食品衛生法上
の措置の要否につき検討を行うこととしています
【図７、図８】。

一方、近年の食中毒の発生状況については、
コロナ渦であった令和３年の717件の食中毒事件

数が、経済活動が再開された令和５年には1,021
件と事件数の増加が見られています。病因物質別
の食中毒事件数については、アニサキスによるも
のが最も多く、次いで、カンピロバクター、ノロウ
イルスによるものが多く発生している状況には変
わりがありません。こうした状況を踏まえつつ、
引き続き、食中毒予防策の検討、また、SNS等
を通じて、消費者や食品関連事業者に対して正
しい情報を普及啓発していくこととしています【図
９、図10】。

食品ロス対策については、令和12年度までに
平成12年度比で食品ロス量を半減させる目標の
達成に向け、関係省庁が連携して各施策を講じ
ているところです。食べ残しの持ち帰りについて
は、令和５年12月に政府がとりまとめた「食品ロ
ス削減目標達成に向けた施策パッケージ」を踏ま
え、厚生労働省では、令和６年12月に「食べ残
しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン｣をと
りまとめました。

ガイドラインでは、基本的な考え方や消費者及

図7 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化の背景及び概要



図8 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について

図9 食中毒事件の発生状況



び事業者への食品衛生に関する留意事項等を示
しています。

今後は、消費者庁と連携して、ガイドラインの
周知等に努めていくこととしています【図11】。

農林水産物･食品の輸出に関しては、令和12年
の輸出額5兆円の目標を達成できるよう、政府一
体となって輸出促進に取り組んでいるところです。
厚生労働省としても、輸出先の国等と必要な協議
を進めるほか、特に輸出食肉施設等の認定、こ
れら認定のための事業者の方々への適切な助言・
指導などについて、農林水産省等と十分連携しつ
つ、食品安全を所管する立場から引き続き取り組
んでいくこととしています。

平成30年の改正食品衛生法については、施行
後５年を目途とした検討規定が設けられていると
ころです。このため、令和7年度に改正法の各制
度の施行の状況等について振り返りながら、必要
な施策について検討していきたいと考えています。

また、令和６年４月に食品衛生基準行政が消
費者庁に移管されました【図12】。

食品衛生を取り巻く環境が変化する状況にお
いて、国民の健康の保護を図るためには、消費
者庁をはじめとする関係機関と連携を十分に図
り、最新の科学的知見に基づき施策を進めてい
く必要があると考えています。

引き続き、一般社団法人全国発酵乳乳酸菌協
会の会員企業をはじめ、皆様の変わらぬご理解
とご協力を賜りますようよろしくお願いします。

図10 病因物質別の事件数の推移



図11

図12

消費者及び事業者に向けた食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン（概要版）

食品衛生基準行政の機能強化


